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表3-7 建物種類別単位給水量・使用時間・人員 

建 設 

種 類 
単 位 給 水 量 

（１日当たり） 

使用時間 

［h/日］ 

注   記 有効面積当た

りの人員など 

備  考 

劇場・映画

館 

25～40ℓ/m2 

40～110ℓ/席 
14  

延べ床面積１m2当たり 

１座席当たり 
 従業員分・

空調用水

を含む 

 

表3-12 水道メーター型式別使用流量基準 

※４：計量法（JIS規格引用）に基づく耐久試験（加速試験）とメーターの耐久性が使

用流量の二乗にほぼ反比例することから定めた，1ヶ月当たりの最大使用量をいう。原

則、この量を超えて使用してはならない。 

 

表3-13 一般的な給水管の管種 

※  水道用ポリエチレン管１種２層管（PP）等、呼び径と実内径が異なる場合がある 

 

図3-1 止水栓（仕切弁）標準設置図 

 

4.4水道メーターの維持管理を適正に行うための磁気活水器等の取扱いについて 

給水装置の外側に取付ける磁気活水器等は，給水装置には該当しないが，メーター取替

や磁力による計量への影響が懸念されるため，メーターボックス内の設置を避け，メー

ターから下流側５０cm 以上の距離をとって，計量やメーター取替に支障のない位置に

設置すること。 

 

表3-7 建物種類別単位給水量・使用時間・人員 

建 設 

種 類 
単 位 給 水 量 

（１日当たり） 

使用時間 

［h/日］ 

注   記 有効面積当た

りの人員など 

備  考 

劇場・映画

館 

25～40ℓ/m2 

0.2～0.3ℓ/m 
14 

延べ床面積１m2当たり 

入場者１人当たり 
 従業員分・

空調用水

を含む 

 

表3-12 水道メーター型式別使用流量基準 

※４：計量法（JIS規格引用）に基づく耐久試験（加速試験）とメーターの耐久性が使

用流量の二乗にほぼ反比例することから定めた，1ヶ月当たりの使用量をいう。 

 

 

表3-13 一般的な給水管の管種 

 

 

図3-1 止水栓（仕切弁）標準設置図 

 

4.4水道メーターの維持管理を適正に行うための磁気活水器等の取扱いについて 

給水装置の外側に取付ける磁気活水器等は，給水装置には該当しないが，メーター取

替や磁力による計量への影響が懸念されるため，メーターボックス内の設置を避け，

メーターから５０cm以上の距離をとって，計量やメーター取替に支障のない位置に設

置すること。 
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２．審査及び処理 

⑤第２種共同住宅審査申込書 

所定の用紙に，申込者，指定給水装置工事事業者及び必要な事項を記入したもの。 

 

6.1 工事の申込 

指定給水装置工事事業者は，次に掲げる書類のうち申込に必要なすべての書類を，申込

者に説明のうえ作成し，その確認を得て給水装置課へ提出するものとする。 

 

(1) 給水装置工事申込書兼竣工届 

所定の用紙に申込者，指定給水装置工事事業者名及び必要な事項を記入し，申込者が署

名したもの。 

 

② 申込者，分岐承諾等が法人の場合は，法人名及び代表者名を署名又は記名にて記載

する。 

 

(5) 所有権変更届 

変更工事を申込む場合に，申込者名を変更する届けで，新旧の所有者が署名した 

もの。（法人の場合は記名でも可） 

 

6.2 設計審査及び工事着手 

(5) 納入金が発生しない場合で，着手承認後，90日以内に工事に着手しない場合は，

工事申込を取り消すかどうかの意思確認のため，申込書を指定給水装置工事事業者に返

送する。 

 

(6) 審査の結果，支障あるものと認めたときは不備事項を明記し，指定給水装置工事

事業者に返送する。この場合，早急に不備事項を訂正または必要事項を記載のうえ，申

込書を再提出しなければならない。 

 

２．審査及び処理 

⑤第２種共同住宅審査申込書 

所定の用紙に，申込者，指定給水装置工事事業者及び必要な事項を記入し，押印した

もの。 

 

6.1 工事の申込 

指定給水装置工事事業者は，次に掲げる書類のうち申込に必要なすべての書類を，申

込者に説明のうえ作成し，その確認を得て提出するものとする。 

 

(1) 給水装置工事申込書兼竣工届 

所定の用紙に申込者，指定給水装置工事事業者名及び必要な事項を記入し，押印した

もの。 

 

② 申込者，分岐承諾等が法人の場合は，必ず法人等の法人印及び代表者印を必要とす

る。 

 

(5) 所有権変更届 

変更工事を申込む場合に，申込者名を変更する届けで，新旧の所有者が署名と押印した 

もの。 

 

 

 

 

 

 

(5) 審査の結果，支障あるものと認めたときは不備事項を明記し，指定給水装置工事

事業者に返送する。この場合，早急に不備事項を訂正または必要事項を記載のうえ，

申込書を再提出しなければならない。 
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(7) 加入金，工事検査手数料の額については，「新潟市給水条例第33条の2，第34条」

の通りとする（第15章｢参考資料｣参照）。ただし，加入金については「加入金徴収取扱

要綱」により，また工事検査手数料は「工事検査手数料徴収取扱要綱」により減免する

ことがある。 

なお，給水装置ごとの加入金既得権は，当該給水装置工事施工後のメーター口径に対応

し，給水装置撤去工事により消滅する。 

 

6.3 工事検査 

(4) 指定給水装置工事事業者がしゅん工検査を受ける場合は，あらかじめ水圧検査等

の自主検査を十分に行い，給水装置工事検査結果報告書兼申込書に必要事項を記載のう

え，管理者に申し込むものとする（表６－１）。 

 

表6-1 給水装置工事検査の申込先 

受付場所 所管行政区 給水装置工事の内容 

給水装置課 東区,中央区,西区 給水装置の新設，改造，撤去工事 

秋葉工事事務所 江南区,秋葉区,南区 給水装置の新設，改造，撤去工事 

北維持出張所 北区 給水装置の新設，改造，撤去工事 

西蒲維持出張所 西蒲区 給水装置の新設，改造，撤去工事 

 

7.2 工事の申込 

また，工事契約した指定給水装置工事事業者は，次に掲げる書類のうち申込に必要なす

べての書類を，申込者に説明のうえ作成し，確認を得てから給水装置課へ提出するもの

とする。（表７－１） 

 

(1) 配水管（予定）工事申込書 

所定の用紙に，申込者，指定給水装置工事事業者及び必要な事項を記入，申込者が署名

したもので次のことに留意すること。 

 

② 申込者，分岐承諾等が法人の場合は，法人名及び代表者名を署名又は記名にて記載

する。 

 

(6) 加入金，工事検査手数料の額については，「新潟市給水条例第33条の2，第34条」

の通りとする（第15章｢参考資料｣参照）。ただし，加入金については「加入金徴収取扱

要綱」により，また工事検査手数料は「工事検査手数料徴収取扱要綱」により減免する

ことがある。 

なお，給水装置ごとの加入金既得権は，当該給水装置工事施工後のメーター口径に対応

し，給水装置撤去工事により消滅する。 

 

6.3 工事検査 

(4) 指定給水装置工事事業者がしゅん工検査を受ける場合は，あらかじめ水圧検査等

の自主検査を十分に行い，給水装置工事検査結果報告書兼申込書に必要事項を記載のう

え，管理者に申し込むものとする。 

 

表6-1 給水装置工事の申込先 

受付場所 所管行政区 給水装置工事の内容 

管路第2課 東区,中央区,西区 給水装置の新設，改造，撤去工事 

秋葉工事事務所 江南区,秋葉区,南区 給水装置の新設，改造，撤去工事 

北工事事務所 北区 給水装置の新設，改造，撤去工事 

西蒲工事事務所 西蒲区 給水装置の新設，改造，撤去工事 

 

7.2 工事の申込 

また，工事契約した指定給水装置工事事業者は，次に掲げる書類のうち申込に必要な

すべての書類を，申込者に説明のうえ作成し，確認を得てから提出するものとする。

（表７－２） 

 

(1) 配水管（予定）工事申込書 

所定の用紙に，申込者，指定給水装置工事事業者及び必要な事項を記入，押印したも

ので次のことに留意すること。 

 

② 申込者，分岐承諾等が法人の場合は，必ず法人の法人印及び代表者印を必要とする。 
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表7-1 配水管（予定）工事提出書類 

提出書類 部数 備        考 

配水管（予定）工事申込書 原１,写１ 配管設計図２部添付 

配水管（予定）工事寄附申込書 １部  

土地使用貸借契約書 ２部 

地図（不動産登記法第 14条第 1項に規定される図

面）または公図２部添付 

土地の登記事項証明書等２部添付 

使用材料承認願 ３部 使用材料一覧表 

各種占用申請書  必要部数を各管理者に確認すること 

給水装置一部先行工事申込書 原１,写１ 配管設計図２部添付 

その他管理者が必要と認める書類 １部 誓約書，施工計画書など 

 

(2) 工事がしゅん工したときは，事前に自主検査を十分に行い，次に掲げる事項につ

いて検査を受けるものとする（表７－２）。なお,確認ができないものについては，写真

検査で行うことがある 

 

表7-2 配水管（予定）工事しゅん工検査の申込先 

受付場所 所管行政区 配水管（予定）工事の内容 

給水装置課 東区,中央区,西区 土地区画整理事業，開発行為（小規模開発），給水申請 

秋葉工事事務所 江南区,秋葉区,南区 土地区画整理事業，開発行為（小規模開発），給水申請 

北維持出張所 北区 土地区画整理事業，開発行為（小規模開発），給水申請 

西蒲維持出張所 西蒲区 土地区画整理事業，開発行為（小規模開発），給水申請 

 

図7-1 給水装置一部先行工事 

※止水栓一次側がVP，HIVP 等で二次側の配管を行う場合，⑦の継手部はPP 継手分

止水栓用（回転式）の使用も可とする。 

 

必要書類を添付し，給水装置課へ原本1部，複写1部を提出する。 

表7-2 配水管（予定）工事提出書類 

提出書類 部 数 備        考 

配水管（予定）工事申込書 原１,写１ 配管設計図２部添付 

配水管（予定）工事寄附申込書 １部  

土地使用貸借契約書 ２部 
更正図２部添付 

土地の登記事項証明書等２部添付 

使用材料承認願 ３部 使用材料一覧表 

各種種占用申請書  必要部数を各管理者に確認すること 

給水装置一部先行工事申込書 原１,写１ 配管設計図２部添付 

その他管理者が必要と認める書類 １部 誓約書，施工計画書など 

 

 

(2)  工事がしゅん工したときは，事前に自主検査を十分に行い，次に掲げる事項につ

いて検査を受けるものとする。なお,確認ができないものについては，写真検査で行うこ

とがある。 

 

表7-1 配水管（予定）工事の申込先 

受付場所 所管行政区 配水管（予定）工事の内容 

管路第2課 東区,中央区,西区 土地区画整理事業，開発行為（小規模開発），給水申請 

秋葉工事事務所 江南区,秋葉区,南区 土地区画整理事業，開発行為（小規模開発），給水申請 

北工事事務所 北区 土地区画整理事業，開発行為（小規模開発），給水申請 

西蒲工事事務所 西蒲区 土地区画整理事業，開発行為（小規模開発），給水申請 

 

 

 

 

 

必要書類を添付し，各所管部署へ原本1部，複写1部を提出する。 
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(5) 各戸にメーターを設置する場合のメーター室の構造（扉の大きさ，壁からの離れ，

他企業メーターとの関係，保温等）は，「受水槽以下の共同住宅における水道メーター

の設置要綱」および「5.2 受水槽以下の水道メーター」に準拠する。 

 

２．事前協議 

 必要書類を添付し，給水装置課へ原本1部，複写1部を提出する。 

 

 

 

(10) 受水槽式の場合 ③ 

受水槽構造図の配管は直結給水，間接給水の系統別に色分けし，直結箇所は赤色， 

受水槽からポンプは緑色，ポンプ二次側は橙色，排水（オーバーフロー等）は茶色で 

記入する。 

 

表11-1 直結方式 

地中設置メーター   メータ口径を記入 

参考メーター    

集合住宅メーター    

 

地下式消火栓 

 

  

 

 

地上式消火栓 

私設消火栓 

 

  

 

(5) 各戸にメーターを設置する場合のメーター室の構造（扉の大きさ，壁からの離れ，

他企業メーターとの関係，保温等）は，「受水槽以下の共同住宅における水道メーター

の設置要綱」による。 

 

２．事前協議 

必要書類を添付し，各所管部署へ原本1部，複写1部を提出する。 

 

 

 

(10) 受水槽式の場合③ 

受水槽以降の配管図は直結給水，間接給水の系統別に色分けし，直結箇所は赤色， 

受水槽からポンプは緑色，ポンプ二次側は橙色，排水（オーバーフロー等）は茶色で 

記入する。 

 

表11-1 直結方式 

メーター   メータ口径を記入 

 

 

 

 

 

 

消火栓 

(地下式) 

  

 

 

私設消火栓   

 

M 

M 

M 

M 
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185 

 

 

 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 

4 ボール式止水栓 20(J)×13(J) 20(J)×16(新) 20(J)×20(J) 20(J)×25(J) 

 

２．埋め戻しと残土処理 

(4) 転圧は厚さ20cm以下（道路管理者の指示がある場合はその数値による）ごとに行

い，各層毎に十分締め固めること。 

 

給水装置の変遷 

 

年 代 給水装置材料関連 配水管材料 制度等 

平成31年 
(令和元年) 

↓ 

令和5年 

令和元年 6 月 18 日 山形県沖を震

源とする地震発生  

令和5年1月 記録的寒波襲来襲来  

令和2年4月1日 

・サンドエロ―ジ

ョン対策施行 

・ガス 4事業者と

事故防止に関す

る覚書締結 

令和2年4月 

仕切弁・消火栓覆

（丸型）の仕様変更 

令和 2 年 4 月 1 日 

排水栓導入 

令和元年10月1日 

水道法の改正 

 ・指定給水装置工事

事業者の指定に更新

制導入 

令和6年 

↓ 

 

令和 6年 1月 1日  能登半島地震

発生 

令和 6年 10月 1日 給水申請の電

子申請導入 

  

 令和6年4月1日 

水道行政の所管が,厚

生労働省から国土交

通省へ移管 

令和7年4月1日  

給水業務を給水装置

課で集約 

令和7年10月1日 災

害その他非常の場合

における給水装置工

事の施工に関する給

水条例の一部改正 

 

参考図 

4 ボール式止水栓 20(J)×13(J) 20(J)×16(新) 20(J)×13(J) 20(J)×13(J) 

 

２．埋め戻しと残土処理 

(4) 転圧は厚さ３０cm以下（道路管理者の指示がある場合はその数値による）ご

とに行い，各層毎に十分締め固めること。 

年 代 給水装置材料関連 配水管材料 制度等 

平成31年 
(令和元年) 

↓ 

 

令和元年6月18日 山形県沖を震

源とする地震発生  

  

令和2年4月1日 

・サンドエロ―ジ

ョン対策施行 

・ガス4事業者と

事故防止に関す

る覚書締結 

令和2年4月 

仕切弁・消火栓覆

（丸型）の仕様変更 

 

令和元年10月1日 

水道法の改正 

 ・指定給水装置工事

事業者の指定に更新

制導入 
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